
茨城労働局

行政運営方針

令和8年度

誰もが安心して働くこと

ができる茨城を目指して

第２章 重点施策

第３章 主要施策

賃金引上げと多様な人材の活躍促進に向け
た支援

１ 賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労
働者への支援

２ 多様な人材の活躍促進と人手不足対策

誰もが働きやすい労働環境の整備

１ 総合的なハラスメント対策の推進

２ 仕事と育児・介護の両立支援、多様な
   働き方の実現に向けた環境整備等

３ 就業環境の整備等

４ 労働法令・労働行政の周知啓発、広報

円滑な就職に向けた支援の推進

１ リ・スキリングによる能力向上支援の推進

２ 求職者に対する就職支援

３ 地方公共団体と連携した雇用対策、就職支援

安全で健康に働くことができる環境づくり

１ 労働条件の確保・改善対策

２ 労働者が安全で健康に働くことができる
   環境の整備

３ 最低賃金制度の適切な履行確保

４ 労災保険給付の迅速・適正な処理

第１章 労働行政を取り巻く情勢



第1章 労働行政を取り巻く情勢

今後更なる人口減少により、労働供給制約が強まることが予想される中で、我が国の活力維持・向上には国民一人
一人が、その能力を十分に発揮し活躍することが不可欠です。物価上昇を上回る賃上げが継続する環境整備を進める
と同時に、労働生産性の向上や、労働移動の円滑化、労働者の希望に応じた労働供給量の確保に向けた取組を進め、
全ての働く方それぞれのニーズに応じて、多様で柔軟な働き方を選択することができる社会の実現を目指すことが求
められています。

1

74.3 69.6 70.0 
65.9 65.6 64.9 64.3 64.5 62.8 62.0 61.3 60.1 61.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

1,500,000

1,700,000

1,900,000

S35 40 45 50 55 60 H2 7 12 17 22 27 R2

茨城県の労働力人口、労働力率

就業者

完全失業者

労働力率

資料出所：茨城県「令和2年国勢調査就業状態等基本集計結果概要」

1,418,080

（人）
（％）

人口減少や高齢化の進行、ワークライフバランスの変化等により、
茨城県の労働力人口は漸減しています。
産業別では、就業者の６割以上が第３次産業に就業しています。
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資料出所：厚生労働省、茨城県「毎月勤労統計調査（事業所規模5人以上）」
※「現金給与総額」とは,「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額であり,所得税,社会保険料,組合費など
を差し引く前の総額のことをいう。

現金給与総額（名目賃金）は上昇傾向にありますが、物価上昇の影
響により実質賃金は減少しています。
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生産年齢人口の減少が進む中、有効求人倍率は1倍を超え、人材
不足の状況が続いています。

労働災害発生状況労働時間

年次有給休暇取得率 有効求人倍率

労働災害は近年増加傾向で推移していましたが、令和7年（速報

値）は２年連続の減少となりました。

資料出所:就労条件総合調査の特別集計を基に厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室が作成
（H27までは厚生労働省労働基準局労働条件政策課、H28～R3は厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課が作成）
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年次有給休暇の取得率は概ね上昇傾向で推移しています。    
令和6年の取得率は65.6％で、全国平均を下回っています。
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資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）事業所規模３０人以上。総実労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、小数点以下第１位を四捨

五入したものである。

年間総実労働時間（事業所規模30人以上）は減少傾向で推移し
ていますが、令和6年は1,736時間となり、全国平均より長く
なっています。



総合労働行政機関としての政策の推進
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茨城労働局は、～誰もが安心して働くことができる茨城を目指して～をコンセプトに、賃金引上げに向けた支援と多様な

人材の活躍促進等を令和８年度の重点施策に位置付け、地域における総合労働行政機関として四行政分野（労働基準、

職業安定、雇用環境・均等、人材開発）の雇用・労働施策を総合的、一体的に運営し、労働局、労働基準監督署（以下「監督

署」という。）、公共職業安定所（以下「ハローワーク」という。）が一体となり、関係機関との緊密な連携を図りながら取り組

んでまいります。
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(注)平成22年7月、平成30年4月、令和5年4月及び令和6年4月において、雇用障害者数のカウント方法が見直されるなどの
制度改正が行われているため、各年度の単純比較はできないものであること

資料出所：茨城労働局集計

法定雇用率の上昇に伴い、民間企業における障害者の雇用者数、

雇用率は増加しています。
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資料出所：総務省「国勢調査」

女性の労働力率は全ての年代で上昇傾向で推移し、Ｍ字型カー

ブの解消に向かっています。

障害者雇用の状況

外国人雇用の状況高年齢者雇用の状況

女性活躍の状況

茨城県における70歳までの高年齢就業機会確保措置実施済
企業の割合は、41.3％（3.7％増加）となっており着実に進
んでいます。

※資料出所：茨城労働局「令和7年高年齢者雇用状況等報告集計結果」
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令和7年6月1日現在における就業確保措置の状況

令和7年10月末時点における県内の雇用状況は、事業所数、労

働者数ともに増加し、過去最高（事業所数、労働者数ともに

全国10番目の水準）を更新しました。
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資料出所：茨城労働局集計
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●働き方・休み方改善コンサルタントや働き方改革推進支援
センターによる個々の企業の実態に応じた個別支援を行いま
す。

賃金引上げに取り組む企業の生産性向上に向けた支援

賃金引上げと多様な人材の活躍促進に向けた支援

第２章 重点施策

１．賃金引上げに向けた支援、非正規雇用労働者へ
の支援
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●中央最低賃金審議会から示される目安、経済動向、地域
の実情及びこれまでの地方最低賃金審議会の審議状況など
を踏まえつつ、充実した審議が尽くせるよう、地方最低賃
金審議会の円滑な運営を図ります。

●無期転換ルールの円滑な運用のため、無期転換ポータルサイ
トを通じて周知・啓発を図ります。

最低賃金審議会の円滑な運営

●基本給・賞与等について正社員との待遇差の理由について
の説明が不十分な企業に対しては、監督署と連携した点検要
請等により、不合理な待遇差の解消に向けた企業の自主的な
取り組みを促します。

同一労働同一賃金の遵守の徹底

非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換の支援等

●中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、労働局・監督
署において、内閣官房及び公正取引委員会が策定した労務費
の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の周知や、最低
賃金・賃金支払いの徹底と賃金引上げに向けた環境整備等の
取組を行います。

●監督署において、企業が賃金引上げを検討する際の参考とな
る地域の平均的な賃金や企業の好取組事例が分かる資料を提
供し、企業の賃金引上げへの支援等を行います。

●非正規雇用労働者の待遇改善や短時間正社員制度の導入等
を検討している企業を、労務管理等の専門家による個別相談
やコンサルティング支援等を実施している「働き方改革推進
支援センター」につなげます。

●多様な働き方の実現応援
サイトに掲載されている好
事例の事業主及び労働者に
対する周知等により、非正
規雇用労働者の処遇改善に
係る事業主の取り組み機運
の醸成を図ります。

●キャリアアップ助成金の正社員化コース・賃金規定等改定
コース等の活用勧奨に取り組むことで、非正規雇用労働者
の処遇改善・正社員転換の促進を図ります。
また、年収の壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを
後押しするため、新たに創設された短時間労働者労働時間延
長支援コースの活用勧奨に取り組みます。

●同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との不合理
な待遇差を禁止する同一労働同一賃金の施行について、監督
署からの情報提供に基づく報告徴収等により同一労働同一賃
金の遵守徹底を図ります。

●施行５年後見直しに関する審議会の
議論を踏まえ、同一労働同一賃金ガイ
ドライン等が改正された場合には、円
滑な施行・適用に向け、周知に取り組
みます。

パートタイム・有期雇用労働法キャラクター
「パゆう」ちゃん

▲多様な働き方の
実現応援サイト

▲無期転換
ポータルサイト

●生産性向上（設備・人への投資等）や非正規雇用労働者の処
遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の
賃上げを支援するため、「賃上げ」支援助成金パッケージについ
て積極的な周知に取り組み、賃上げ環境の整備を図ります。

●中小企業庁との連携を強化し、生産性向上等に取り組む中小
企業等に対し、よろず支援拠点や生産性向上のための補助金を
案内するなど、幅広い情報提供に努めます。

▲厚生労働省HP
「賃上げ」支援助成金
パッケージ

▲賃金引上げ
特設ページ

▲茨城働き方改革
推進支援センター

●企業が賃金引上げに取り組むに当たっての課題やその解決
方法は多様であることを踏まえ、個々の企業が自らのニーズに
沿った助成金を利用できるよう、幅広く情報提供を行います。

●発注者と消費者の皆
さまにも価格転嫁にご
理解をお願いいたしま
す。

▲パートナーシップ構
築宣言ポータルサイト

２．多様な人材の活躍促進と人手不足対策

多様な人材の活躍促進

●女性活躍推進法の改正により、令和８年４月から常時雇用
する労働者数101人以上の事業主に男女間賃金差異及び女性
管理職比率の情報公表が義務付けられたことから、その改正
内容の周知とともに、公表にあたっては現状に関する要因分
析を行い、分析結果等も公表することが重要であることが十
分に理解されるよう、各企業への周知に取り組みます。

●女性活躍に関する情報公表に際し、女性の
活躍推進企業データベースを通じた企業の魅
力発信を支援します。

【女性の活躍促進】

▲女性の活躍推進
企業データベース
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【外国人の活躍促進】
●ハローワークによる事業所訪問や、雇用管理セミナーの実
施等を通じ、外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言等
を実施します。また、各種法令違反が疑われる事案を把握し
た場合には、速やかに関係機関への情報提供を行います。

【人材不足分野における人材確保支援】
●医療・介護・保育・建設・運輸・警備分野の人材不足分野につ
いては、労働局・ハローワーク及び地域の業界団体等を構成員
とした人材確保対策推進協議会を通じ、関係団体等と連携した
人材確保支援（セミナー・就職面接会・説明会等）の充実を図リ
ます。

●ハローワーク水戸、土浦に設置した人材確保対策コーナーを
中心に、セミナー・就職面接会・説明会等を開催し、潜在的な求
職者の掘り起こしや求人充足に向けた事業所に対する条件緩和
指導等により、マッチング支援を実施します。

資料出所：茨城労働局集計

●女性活躍推進法の改正により、令和８年４月から常時雇用
人以上の事業主に男女間賃金差異及び女性

管理職比率の情報公表が義務付けられたことから、その改正
内容の周知とともに、公表にあたっては公表内容となった要
因や課題分析を行い、分析結果等も公表することが重要であ
ることが十分に理解されるよう、各企業への周知に取り組み 【高年齢者の活躍促進】

●70歳までの就業機会確保に向けた環境整備を図るため、事
業主と接する求人受理や事業所訪問等の機会を捉えて、65歳
を超える定年引き上げや継続雇用制度の導入等に向けた意識
啓発・機運醸成を図ります。
●（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構で実施している65
歳超雇用推進助成金や70歳雇用推進プランナー等による支援
について、同機構茨城支部と連携し、事業主への周知・活用
促進に取り組みます。

【求人充足サービス等の充実】
●オンラインを活用した求人受理により事業所の利便性を図る
とともに、積極的な事業所訪問による求人確保、事業所情報の
収集、魅力ある求人票作成のための助言、求職者のニーズに応
じた求人条件緩和の提案などをきめ細かく行います。また、求
職者に対する求人情報の提供や就職面接会・説明会等を開催す
るなど求人充足サービスの充実を図ります。

●事業所が看護師や介護従事者、保育士等を採用する際に、職
業紹介事業者等と契約や利用条件等を巡ってトラブルとなる
ケースが見受けられることから、労働局に設置している「医療・
介護・保育」求人者向け特別相談窓口において、求人者から職
業紹介事業者等に係る相談があった場合には、相談を受け付け
るとともに、法違反が疑われる事案については、指導監督等の
必要な対応を行います。
また、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」にお
いて、就職実績や離職状況、返戻金制度の有無の公開が義務化
されており、求人者が安心して利用出来るよう、適切な履行の
周知に取り組みます。

《えるぼし認定》 《くるみん認定》

24社 募集中！ 59社 11社

●女性活躍推進の優良企業えるぼし認定については、子育て
サポート企業くるみん認定とともに認定取得を促し、企業の
魅力向上による人材確保を支援します。

●従業員にとって魅力ある職場の創出のためには求人充足に
加え、従業員の生産性向上や職場定着を促進することが重要
であることから、社会保険労務士等を活用した雇用管理改善
コンサルティングや雇用管理改善等の取組に対する助成金
（人材確保等支援助成金）の活用等を促進します。
また、新規学校卒業者等の人材確保に向け、ユースエール

認定の取得促進や若者の雇用管理における優良事例の発信等
に取り組みます。もにす認定制度 検 索

7社 募集中！

人手不足対策の充実

との連携・協力
のもと、上記の
施策を含め、賃
金引上げと多様
な人材の活躍促
進に向けた効果
的な取組の推進
を図ります。

●令和７年度地方版政労使会議において採択した「物価上昇
に負けない賃上げ実現のための「稼ぐ力」向上に向けた共同
メッセージ」を踏まえ、地域の労使団体や茨城県、関係機関

▲令和７年度地方版政労使会議

▲厚生労働省HP
もにす認定制度

▲人材サービス総合サイト

【障害者の活躍促進】
●令和７年６月１日時点の本県における障害者実雇用率（民間
企業）が前年を0.01ポイント下回り、また令和８年７月には法定
雇用率が2.7％に引き上げられる予定であることから、未達成
企業への指導を強化します。
●障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している企業に対し
ては、地域の関係機関と連携し、採用準備の段階から採用後の
職場定着までの一貫したチーム支援や、精神・発達障害がある
方の雇用に向けた精神・発達障害者雇用サポーター養成講座の
開催、障害者の職場定着を進めるためジョブコーチを自社に配
置した場合に活用できる助成金制度等により、企業の障害者雇
用を支援します。
●公務部門における法定雇用率についても、令和８年７月より
3.0％への引上げが予定されているため、雇用率達成に向けた
計画的な採用が行われるよう、労働局及びハローワークから啓
発・助言等を行います。
●障害者雇用の促進や安定に関する取り組みなどの優良な中
小企業を認定するもにす認定制度を通じ、障害者雇用のさらな
る周知・啓発を図ります。

●特に、公的価格で運営する医療・介護・保育分野については、
全てのハローワークで積極的な事業所訪問を行い、事業所情報
等の収集、魅力ある求人票作成のための助言、求職者のニーズ
に応じた求人条件緩和の提案、求人充足のための雇用管理改
善援助などのアウトリーチ支援を行います。また、応募可能性が
ある求職者に対する積極的な求人情報の提供や就職面接会・説
明会の積極的な開催等により重点的なマッチング支援を実施し
ます。特に、急募求人については、関係機関とも連携し、早期の
求人充足に向けて迅速に対応します。

【雇用関係助成金の活用促進】
●雇用関係助成金については、その周知に努めるとともに、
雇用関係助成金ポータルを通じた電子申請の利用促進や、助
成金事務センターにおける一体的な申請受理等により、助成
金活用にあたっての事業主の利便性向上に取り組みます。
●キャリアアップ助成金による社内人材の処遇改善・定着支
援や、早期再就職支援等助成金を活用した即戦力人材の確保
支援など、各種雇用関係助成金の活用を促進し、企業におけ
る人材の確保、定着及び育成を支援します。

人材不足分野の有効求人倍率（原数値）（令和８年１月）
医療 介護 保育 建設 警備 運輸

２.８１ ４.１０ ４.４０ ４.５２ ７.１９ ２.０９

政労使の連携・協力による取組の推進



安全で健康に働くことができる環境づくり

第３章 主要施策

１．労働条件の確保・改善対策

長時間労働の抑制
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〇建設業については、発注者による適正な工期設定が重要であ
ることから令和７年12月に改正建設業法が施行されたところ、
建設業従事者の労働時間短縮が進むよう、関係機関とも連携し
つつ建設業労働時間削減推進協議会などを通じ、取組好事例
の共有などにより、適正な工期設定に向けた取組を推進します。

○トラック運転者については、引き続き、関係省庁とも連携しな
がら荷主特別対策チームにおいて、発着荷主等に対して長時間
の恒常的な荷待ち時間を発生させないこと等についての要請
と、その改善に向けた働きかけを行うとともに、賃金水準の向
上に向けて賃金の原資となる適正な運賃（標準的な運賃）を支
払うことについて周知を行い、自動車運転者の労働時間等の改
善のための基準（改善基準告示）についても引き続き丁寧に周
知を行います。

○医師については、他の職種との業務分担（タスクシフト／タス
クシェア）など、医療機関の勤務環境改善に向けた取組を支援
するため、医療勤務環境改善支援センターによるきめ細やかな
相談対応、助言を引き続き行います。

●監督指導、説明会等の各種行政手法を用い、基本的労働条件
の枠組みの確立をはじめとする法定労働条件の確保に取り組
むとともに、重大・悪質な事案に対しては、司法処分も含め厳正
に対処します。

●監督指導において法違反が認められた場合には、事業主にそ
の内容や是正の必要性を分かりやすく説明することにより、事
業主による自主的な改善を促すとともに、きめ細かな情報提供
や具体的な是正・改善に向けた取組方法を助言するなど、丁寧
かつ具体的に対応します。特に、中小企業の事業場への監督指
導に当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材確保
の状況、取引の実態その他の事情を十分に聴いた上で、その事
情を踏まえて丁寧に対応します。

●茨城県では技能実習生等の外国人労働者が多いことから、労
働相談体制を整えつつ法違反の疑いがある事業場に対して重
点的に監督指導を実施します。特に、技能実習生に対する労働
搾取目的の人身取引が疑われる事案については、外国人技能
実習機構との合同監督・調査や関係機関との連携を着実に実施
し、労働基準関係法令違反が認められ、悪質性が認められるも
の等については、司法処分を含め厳正に対処します。

●長時間労働の抑制と過重労働による健康障害の防止のため、
長時間労働が疑われる事業場及び過労死等に係る労災請求が
行われた事業場に対して監督指導を行います。
また、過労死等を発生させた事業場に対しては、企業本社に
おける全社的な再発防止対策の策定を求める指導を実施する
とともに、一定期間内に複数の過労死等を発生させた企業に対
しては過労死等の防止に向けた改善計画の策定を求め、同計画
に基づく取組を企業全体に定着させるための助言・指導（過労
死等防止計画指導）を行います。

●令和6年度時間外労働上限規制適用開始業務等について
〇建設業、自動車運転者に係る時間外労働の上限規制の遵守
には、施主や荷主といった取引関係者、ひいては国民全体の理
解を得ていくことが重要であり、引き続き、建設業・ドライバー・
医師の業務等の時間外労働の上限規制特設サイトはたらきかた
ススメを通じて、必要な周知を行います。

●中小規模の事業場に対して、働き方改革推進支援センターや、
監督署の労働時間相談・支援班による、説明会の開催や個別訪
問により、時間外・休日労働の上限規制等の周知はもとより、時
間外・休日労働協定の作成方法の教示等を中心としたきめ細か
な支援を行います。併せて、働き方改革推進支援助成金を活用
した労働時間の削減等の環境整備への支援や、働き方・休み方
改善ポータルサイトを通じた改善策や好事例の紹介、働き方・休
み方改善コンサルタントによる専門的な助言・指導等を実施し
ます。

労働条件の確保・改善対策

●労働基準法第１５条に基づく労働条件の
明示について、令和６年４月から追加され
た就業場所・業務の変更の範囲等を追加す
る改正内容を含め引き続きパンフレットや
説明会を活用して制度周知を行ないます。

●いわゆる「スポットワーク」を利用する際
の留意事項等を取りまとめた「知らない」で
は済まされない「スポットワーク」の労務管
理（令和７年７月作成）等を用いて留意事項
等を広く周知するとともに、労働基準監督
署において丁寧な相談対応をします。

●労働安全衛生法等改正法が令和８年４月１日を中心に段階
的に施行されます。個人事業者等に対する安全衛生対策の推
進、職場のメンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障
害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等
及び高年齢労働者の労働災害防止の推進等改正法の円滑な
施行に向け、積極的な周知、啓発を推進します。

●改正労働施策総合推進法により、事業主の努力義務となっ
た、職場における治療と仕事の両立支援の推進のため、指針
の内容についての周知啓発や、事業主等に対する指導・援助
等に取り組みます。

▲詳細は厚生労働
省ホームページへ

▲働き方・休み方
改善ポータルサイト

▲はたらきか
たススメ

改正安衛法等に係る特設ページ 検索

▲改正安衛法等に
係る特設ページ

2．労働者が安全で健康に働くことができる環境の
整備

●中小受託事業者等における労働基準関係法令違反の背景や
賃金引上げの阻害要因として「買いたたき」等が疑われる事案
については、中小企業庁、公正取引委員会及び国土交通省に確
実に通報します。



３．最低賃金制度の適切な履行確保

最低賃金制度の周知・広報の徹底

４．労災保険給付の迅速・適正な処理
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第14次労働災害防止計画に基づく取組の推進

●第14次労働災害防止推進計画（14次防）の進捗状況につい
て、死亡災害を令和４年と比較して令和９年までに５％減少
させるなど一部の目標を達成しています。更なる労働災害の
減少のため、次の対策を積極的に推進します。

●労災保険の窓口業務については、引き続き、認定基準に定
める要件を含め相談者等に対する丁寧な説明や請求人に対す
る処理状況の連絡等の実施を徹底します。

【労働者の健康確保対策の推進】
●長時間労働やメンタルヘルス不調など健康障害を防止する
ため、長時間労働者に対する医師による面接指導やストレス
チェック制度などのメンタルヘルス対策が適切に実施される
よう、周知・指導等を行います。
●改正労働施策総合推進法により、職場における治療と仕事
の両立を促進するために必要な措置を講じることが事業者の
努力義務となりました。
国において当該措置の適切かつ有効な実施を図るために定

める「治療と就業の両立支援指針」等の内容についての周知
啓発や、事業主等に対する指導・援助等に取り組みます。

【外国人労働者等の労働災害防止対策の推進】
●技能実習生をはじめとした外国人労働者が容易に理解でき
る労働安全衛生に関する視聴覚教材等の周知等効果的な安全
衛生教育の実施や、外国人労働者に多い労働災害の対策を視
覚的に示す安全表示等の活用を促進することにより、外国人
労働者の労働災害防止対策を推進します。

【高年齢労働者の労働災害防止対策及び労働者の作業行動に
起因する労働災害防止対策の推進】
●高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、労働安全衛生
法等改正法により高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の
改善、作業管理その他の必要な措置を講ずることが事業者の
努力義務となりました。事業者による措置の適切な実施を図
るため、「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周知・
指導を行うとともに、エイジフレンドリー補助金の活用等を
図ります。
●職場における労働者の作業行動を起因とする労働災害（行
動災害）が増加傾向にあります。特に転倒災害の防止につい
て、14次防の目標である転倒災害対策（ハード・ソフトの両
面からの対策）に取り組む事業場の割合を令和９年までに
80％以上（令和７年は66％）とする目標達成のため周知・指
導に取り組みます。

●労災保険給付の請求については、被災労働者等の迅速かつ
公正な保護を図るため、標準処理期間を踏まえた迅速な事務
処理を行うとともに適正な認定に万全を期します。特に過労
死等事案をはじめとする複雑困難事案は、認定基準等に基づ
き、迅速・適正な事務処理を一層推進します。

●最低賃金額の改正等については、使用者団体、労働者団体
及び地方公共団体等の協力を得て、使用者・労働者等に周知
徹底を図るとともに、中小企業等の生産性向上を支援する業
務改善助成金や非正規雇用労働者の処遇改善を支援するキャ
リアアップ助成金を含む「賃上げ支援助成金パッケージ」に
ついて併せて周知を行い、企業ごとのニーズに沿った助成金
の活用を促進します。また、最低賃金の履行
確保上、問題があると考えられる事業場に対
し監督指導等を行います。

最低賃金に関する詳細は
茨城労働局ホームページ

茨城県最低賃金
１ ， ０ ７ ４ 円 （ 時 間 額 ）

発 効 日 ： 令 和 ７ 年 1 0 月 1 2 日

最低賃金制度のマスコット
チェックマん

【化学物質等による健康障害防止対策】
●化学物質管理強調月間などの機会を活用し、化学物質管理
者の選任をはじめ、SDS等に基づくリスクアセスメントの実
施等が適切に取り組まれるよう、広く周知・指導を行います。

●令和７年６月から職場における熱中症対策として、早期発
見のための体制整備、重篤化を防止するための措置の実施手
順の作成、関係業者への周知等が義務付けられたことから、
これらの措置が徹底されるよう周知・指導等を行います。

●熱中症災害防止のために暑さ指数を把握して活用している
事業場の割合を令和５年と比較して令和９年までに増加させ
る14次防の目標達成のため、「STOP！熱中症クールワーク
キャンペーン」等を通じた周知・啓発を推進します。

「職場のあんぜんサイト」では各種言語に
対応した教材も入手できます。

▲職場のあん
ぜんサイト

▲治療と仕事の両
立支援ナビ

▲ケミガイド

▲職場における
熱中症予防情報



円滑な就職に向けた支援の推進

１．リ・スキリングによる能力向上支援の推進

リ・スキリングによる能力向上支援の推進

7

第３章 主要施策

成長分野等への労働移動の円滑化

２．求職者に対する就職支援

●厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合にその費
用の一部を支給する教育訓練給付や、令和７年10月に創設さ
れた教育訓練休暇給付金及びリ・スキリング等教育訓練支援
融資制度の積極的な周知・広報を行い、活用促進を図ります。

求職者に対する支援の充実

 茨城労働局 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
「ﾊﾛｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞのご案内」

●求職者一人ひとりの意欲と能力に応じた労働移動を円滑に
進めるため、職業相談においてjobtag（職業情報提供サイト）
やしょくばらぼ（職場情報総合サイト）を活用するとともに、これ
らのサイトを通じた職業に関する情報や企業の職場情報の利活
用について求職者や在職者、企業等へ広く周知することにより、
労働市場の見える化を促進します。

●ハローワークが実施する就職面接会や就職支援セミナー等の
イベント情報をはじめ、各種サービスを労働局HPやSNS等に
より発信し、多くの求職者の利用を促します。また、職業相談や
セミナーをオンラインで実施することや、ハローワークインター
ネットサービスの求職者マイページを通じた求人情報の提供な
ど、オンラインサービスの充実を図ります。

求職者の特性に応じた丁寧な就職支援の実施

【高年齢求職者への支援】
●年々高年齢求職者が増加している状況を踏まえ、県内10か
所のハローワークに設置する生涯現役支援窓口において、就労
経験や多様なニーズを踏まえた職業生活の再設計に係る支援
や、高年齢者向け求人開拓、雇用情報の提供、マッチングの強化
など、総合的な就職支援を実施します。

●生涯現役支援窓口利用者に限らず、窓口を設置していないハ
ローワークも含め、高年齢求職者への支援のため、高年齢求職
者向け面接会、セミナー等を積極的に実施します。

●（公財）産業雇用安定センターで実施している高年齢退職予定
者キャリア人材バンク事業の周知を図るため、同センター茨城事
業所のシニア相談会を各ハローワークで開催するなど、効果的
な連携を行います。

●企業における人材育成の推進、労働者の能力開発を支援す
るため、人材開発支援助成金の活用促進に取り組みます。特
に、デジタル人材の育成に向けて、人への投資促進コースや
事業展開等リスキリング支援コースにより、デジタル分野に
おける訓練の活用促進を図ります。

●引き続き、全てのハローワークにキャリア形成・リスキリ
ング相談コーナーを設置し、キャリアコンサルタントの巡回
相談による相談支援を実施するとともに、関係機関と連携し
た周知・広報を行います。

●令和７年度末に新規開設された、各種サイトに掲載されてい
る労働関係情報にワンストップでアクセスできるみんなの労働
ナビについて、求職者や在職者、企業等へ周知、広報を行い、活
用を推進します。

●雇用保険制度の適正な運営
求職者の雇用保険手続きの更なる利便性の向上のため、来所
困難者等を対象としたオンライン失業認定及びマイナポータル
を通じた離職者への離職票の直接交付について、適切な運用を
図るとともに、普及に向けた周知広報を行います。

●再就職に向けて課題を抱える求職者については、令和８年度
より実施するハローワーク水戸における課題解決型支援事業の
ほか、その他のハローワークにおいても、担当者制等のきめ細
かな相談支援や求人情報の提供、就職面接会や就職支援セミ
ナーの開催、職業訓練のあっせん等の就職支援メニューを提供
した課題解決支援を行います。

13,694 14,428 15,612 16,596 17,367 18,387 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

R1 R2 R3 R4 R5 R6

新規求職者数（65歳以上）（人）

※資料出所：茨城労働局集計
（年度）

▲ハローワークイン
ターネットサービス

●雇用保険を受給できない方の安定した職業への再就職促進
のため、求職者支援制度の活用促進と訓練受講者の就職率の
向上を図ります。特にデジタル分野については、引き続き、
委託費等の上乗せ措置により訓練コースの設定促進を図りま
す。ハローワークにおいては、訓練受講が適切な求職者の積
極的な訓練への誘導を図るとともに、求人情報の提供、訓練
開始前から訓練終了後までのきめ細かな個別・伴走型支援に
より再就職の実現を図ります。

▲茨城労働局マザーズコーナー

ＬＩＮＥ友だち追加

▲職業情報提供サイト
Jobtag

▲職業情報総合サイトJ
しょくばらぼ
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３．地方公共団体と連携した雇用対策、就職支援

雇用対策協定に基づく連携

【障害者の就労支援】
●ハローワークの専門窓口において、関係機関と連携しながら、
個々の障害特性に対応した就労支援を推進します。特に、精神
障害者である求職者が増加していることから、専門的知見を有
する精神・発達障害者雇用サポーターによる障害特性に配慮し
た就労準備から就職・職場定着までの一貫した支援を支援を実
施します。

生活困窮者等への就職支援

534

462
446

526 554
514449

467 452 470
494 487

1,109 

899 

1,040 

1,244 

1,427 

1,543 

71

221
198

102 73 98

0

500

1,000

1,500

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

身体 知的 精神 その他(発達、難病、高次脳機能障害)

※資料出所：茨城労働局集計

ハローワークにおける障害者の就職状況
（件）

1,992 

3,312 3,299 3,212 
2,927 

1,825 

0

1000

2000

3000

4000

R２ R３ R４ R５ R６ R７

就職氷河期世代を含む不安定就労者の

正社員就職件数（ハローワーク紹介）
（件）

（11月末時点）

（年度）

注：R7から中高年層（35際～59歳）を対象資料出所：茨城労働局集計

【若年者等への就職支援】
●就職活動に困難な課題を抱える新規学卒者等を対象に、学
校や関係機関と連携しながら、新卒応援ハローワーク等に配置
された就職支援ナビゲーターによる個別支援を実施します。特
に、就職活動に乗り遅れた学生や年度後半になっても内定を得
ることができない学生等に対し、模擬面接や履歴書の添削等、
時期に応じたきめ細かな支援を実施します。
●新規高等学校卒業者における選考開始日から一人二社の応
募・推薦が、適切に履行されるよう取り組むとともに、引き続き、
近年の高卒求人数の増加も踏まえ、高等学校に対し、ハロー
ワークの支援メニューを丁寧に説明するなど、連携強化を図り
ます。

●茨城県のほか13の自治体と雇用対策協定を締結し、少子高
齢化や、若年者の都市部への流出、過疎化などの地域の課
題・実情に応じ、国と地方が一層連携した雇用対策（若年者
の雇用、UIJターンの促進等）を推進するとともに、協定の
締結を更に推進していきます。

《令和８年１月末時点の県内締結自治体》
※締結順

    茨城県 常陸太田市 笠間市 東海村 大洗町 鹿嶋市 
阿見町 大子町 高萩市 北茨城市 常総市 八千代町
茨城町 常陸大宮市

●生活保護受給者、生活困窮者等への効果的な就労支援のた
め地方公共団体と連携し、水戸市・日立市・古河市での常設
窓口（つなぐハローワーク）の運営や、ハローワークの就職
支援ナビゲーターによる福祉事務所等への巡回相談等を実施
し、ハローワークと地方公共団体が一体となったきめ細やか
な就労支援を行うことで、生活保護受給者等の就労による自
立を促進します。

【就職氷河期世代を含む中高年層への就職支援】
●就職氷河期世代を含む中高年層の不安定な就労状態にある
方が直面している様々な課題を踏まえ、ハローワーク水戸、土
浦のミドル世代支援コーナーにおいて、キャリアコンサルティン
グ、生活設計面の相談、職業訓練のアドバイス、求職者の特性・
能力を踏まえた求人開拓、就職後の定着支援など、専門担当者
によるチーム制で計画的かつ総合的な支援を実施します。また、
官民協働で就職氷河期世代を含む中高年層の活躍支援に取り
組む支援策の周知広報、企業説明会の開催等を通じ、中高年世
代の雇入れや正社員化等の促進に取り組みます。

【外国人求職者等への就職支援】
●県内9か所のハローワーク（水戸、筑西、下妻、土浦、古河、常
総、石岡、龍ケ崎、常陸鹿嶋）に、年々増加・多国籍化している外
国人の地域の特性に応じた通訳を配置した「外国人雇用サービ
スコーナー」を設置し、専門相談員等による就職支援を実施しま
す。

【子育て中の方への支援】
●子育て中の女性等に対し、県内６か所のマザーズコーナーに
おいて、求職者のニーズに応じたきめ細かな就職支援を実施す
るとともに、地域の子育て支援拠点や関係機関と連携したアウ
トリーチ型支援を強化します。また、仕事と子育ての両立がしや
すい求人を確保するとともに、各種就職支援サービスのオンラ
イン化を推進します。

●就労に課題を有する15歳から49歳の無業者の方々に対し、
県内３拠点（水戸・筑西・つくば）に設置されている地域若者サ
ポートステーションや地方公共団体やその他関係機関と相互の
連携を図りながら、職業的自立に向けた継続的な支援を推進し
ます。

▲茨城労働局内マ
ザーズコーナーの
情報はこちら

資料出所：茨城労働局集計

外国人雇用サービスコーナー新規求職申込件数
5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
令和元年度   令和2年度  令和3年度  令和4年度   令和5年度   令和6年度    令和7年度

（12月末時点）

2,828

3,839

3,188
2,891

3,332

3,639

2,824

（件）

新規高卒者向け求人・内定状況（各年３月末時点）

R5.3月卒 R6.3月卒 R7.3月卒

求人倍率（倍） ２．８５ ３．２２ ３．００

内定率（％） ９９．７ ９９．５ ９９．６



誰もが働きやすい労働環境の整備

１．総合的なハラスメント対策の推進

職場におけるハラスメント防止措置義務の履行確保等

カスハラ及び就活セクハラ対策の推進

仕事と育児・介護の両立支援

ワーク・ライフ・バランスの促進等

２．仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方
の実現に向けた環境整備等
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第３章 主要施策

パワハラ

防止措置

86%

研修等

必要な配慮等

7%

事業主自らの

言動への注意等

7%

【労働施策総合推進法】

指導件数
28件

セクシュアル

ハラスメント

27%

妊娠・出産等

に関するハラスメント

28%

母性健康

管理

11%

男女雇用機会

均等推進者

34%

【男女雇用機会均等法】

指導件数
99件

【令和７年度 指導状況（12月末時点）】

資料出所：茨城労働局集計

●パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等職場におけ
るハラスメント防止措置を講じていない事業主に対し厳正な指
導を実施すること等により、引き続き、法の履行確保を図りま
す。

●ウェブサイトあかるい職場応援団の各種ツールの活用を促し、
事業主が適切なハラスメント防止措置を講じられるよう支援し
ます。

●職場におけるハラスメント撲滅に向け、例年12月に実施
しているハラスメント撲滅月間を中心に、労使団体等とも
連携して事業主等への啓発を実施します。

●カスタマーハラスメント（カスハラ）や求職者等に対する
セクシュアルハラスメント（就活セクハラ）防止のための雇
用管理上の措置が令和8年10月1日から事業主に義務付けられ
ることとなったことを踏まえ、改正内容が労使に十分に理解
されるよう、説明会の開催等により積極的な周知啓発を行う
とともに、施行後は着実な履行確保を図ります。

●就活セクハラに関しては、県内の各学校等とも連携し、
労働法に関する講義（出前講座）などを通じて学生への周
知を図ります。

●育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の義務付けや、
男性の育児休業等取得状況の公表義務拡大、介護離職防止の
ための両立支援制度の周知強化を含む改正育児・介護休業法
について、引き続き周知に取り組むとともに、報告徴収等の
実施により着実な履行確保を図ります。

●産後パパ育休、パパ・ママ育休プラス、育児目的休暇等の
男性の育児に資する制度や3歳以上小学校就学前の子を養育
する労働者が希望に応じて柔軟な働き方を実現できるように
するための措置等について、周知、活用促進を図ります。

●令和7年4月に創設された出生
後休業支援給付や育児時短就業
給付について、引き続き周知、
円滑な支給に努めます。

●次世代育成支援対策推進法の改正により、一般事業主行動
計画の策定・変更時に、育児休業等の取得状況及び労働時間
の状況等に係る状況把握・数値目標の設定が義務付けられた
こと等について、周知、履行確保を図ります。
また、令和７年４月からの新基準を満たしたくるみん、プラ
チナくるみん、トライくるみん認定の取得促進に向け働きか
けを行います。

●不妊治療と仕事との両立がしやすい職場環境整備が進むよ
う、くるみんプラス認定取得の支援を行うほか、不妊治療等
と仕事との両立支援に取り組む事業主を支援する両立支援等
助成金の活用を促します。

●短時間正社員をはじめとする多様な正社員制度について、
事例の提供等による更なる周知等を行います。

●企業におけるテレワークの導入・定着促進のため、人材確
保等支援助成金（テレワークコース）の活用を促すほか、テ
レワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン
に沿った助言等を通じて、企業の環境整備を支援します。

●働き方・休み方改善コンサルタントや働き方改革推進支援セ
ンターによる個々の企業の実態に応じた個別支援により、勤
務間インターバル制度の導入促進を図ります。

●年次有給休暇の取得促進にむけ、例年10月に実施している
年次有給休暇取得促進期間や、年次有給休暇を取得しやすい
時季（夏期、年末年始、ゴールデンウィーク）に集中的な広
報を行います。

▲年次有給休暇取
得促進特設サイト

▲あかるい
職場応援団

▲女性の活躍・両
立支援総合サイト



３．就業環境の整備等

フリーランス等の就業環境の整備

各種労働相談に対する的確な対応と早期の紛争解決援助

労働行政の周知広報

労働法令の周知啓発

４．労働法令・労働行政の周知啓発、広報
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●労働条件に関する悩みの解消に役立つポータルサイト確かめ
よう労働条件により、働く方や事業主それぞれの視点で役立つ
情報、学生等向けの労働法教育に関する資料や高校・大学の教
員向け資料などの周知、活用促進を図ります。

●アルバイトの労働条件を確か
めようキャンペーン（４月～７
月）期間を中心に、在学中のア
ルバイトや就職活動に役立てる
ため、大学等と連携し、労働法
に関する講義として出前講座を
行います。

▲大学での出前講座の様子

●労働行政が地域にて果たす役割を広く認識してもらうため、
毎月、労働局長による定例記者会見を開き、直近の雇用情勢や
労働局が取り組む施策について丁寧に説明し、労働行政への理
解促進、労働施策の有効活用を促します。

●ホームページや、X（SNS)、YouTubeによる動画発信など
を通じて、速やかできめ細やかな情報発信を行います。

ホームページ

▲個別労働紛
争解決制度

●県内８か所の監督署及び労働局に設置している総合労働相
談コーナーにおいて、解雇、雇止め、配置転換、労働条件の
引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあ
らゆる分野の労働問題の相談や解決のための情報提供をワン
ストップで行います。

●労働基準法等の法違反の疑いがある場合は監督署等の所
管部署に取り次ぐとともに、相談内容に応じて、裁判所、
労働委員会、法テラス等、トラブル解決に即した相談先の
情報提供を行います。

●フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知に取り組む
とともに、就業環境整備違反に関する申出がフリーランスか
らなされた場合には、速やかに必要な指導等を行います。

●発注者等との取引上のトラブルについての相談は、フリー
ランス・トラブル110番を紹介するなど適切に対応します。

●監督署に設置した労働者性に疑義
がある方の労働基準法相談窓口に相
談があった場合には、労働者性の判
断等を含め丁寧に対応します。

●大企業・委託事業者の働き方改革
に伴う取引先中小事業者へのしわ寄
せ防止について、11月のしわ寄せ防
止キャンペーン月間における集中的
な周知啓発等により、取引先中小企
業で働く労働者の就業環境改善に取
り組みます。

「しわ寄せ」
防止特設サイト

▲フリーランス
・トラブル110番

●職務給の導入や配偶者手当の見直しについて、民間事業者
への働きかけを効果的に行うため、リーフレット等による周
知・広報を実施します。

●企業の状況に応じたジョブ型人事制度の導入に資するよう、
働き方改革推進支援センターにおいて、令和６年に公表され
たジョブ型人事指針の周知等を実施します。

●民事上の個別労
働紛争については、
紛争当事者の申
出・申請に基づき、
解決の方向性を示
すための助言・指
導や、弁護士等労
働問題の専門家で
構成した紛争調整
委員会の委員によ
るあっせん又は調
停の実施により、
紛争解決を支援し
ます。

▲働き方・休み方
改善ポータルサイト

いじめ・嫌

がらせ

1,720 

30%

自己都合退

職

750 

13%労働条件引

下げ

491 

9%

解雇

527 

9%

退職勧奨

486 

8%

賠償

194 

3%

出向・配置転換

242 

4%

雇止め

237 

4%

その他の労

働条件

405 

7%

その他

773 

13%

令和７年度

民事上の個別労働紛争に係る相談内訳

（１１月末時点）

個別労働紛争
相談件数
計3,971件

（内訳合計：5,825件）

資料出所：茨城労働局集計

公式SNSアカウント

▲Youtube

▲X（旧Twitter）



茨城労働局・労働基準監督署・公共職業安定所一覧

茨城労働局 電話番号 所在地 業務内容

総   務   部  総務課 ０２９－２２４－６２１１ 茨城労働総合庁舎 ４階 人事・会計・給与等の事務、情報公開・個人情報保護

   労働保険徴収室 ０２９－２２４－６２１３ 茨城労働総合庁舎 ５階 労働保険の適用・保険料の徴収・年度更新手続き等の事務

雇用環境・均等室 （企画・広報）
（相談・指導)

（総合労働相談コーナー）

０２９－２７７－８２９４
０２９－２７７－８２９５
０２９－２７７－８２０１

茨城労働総合庁舎 ６階

茨城労働総合庁舎 ４階

総合的な施策の企画、広報などの事務
男女雇用機会均等の確保、仕事と家庭の両立支援、パートタイム労働者の
雇用管理改善などの事務
個別労働紛争に関する総合労働相談などの事務
フリーランス新法に関する事務

労働基準部  監督課 ０２９－２２４－６２１４ 茨城労働総合庁舎 ６階 適正な労働条件の確保・改善、過重労働防止対策などの事務

 健康安全課 ０２９－２２４－６２１５ 茨城労働総合庁舎 ６階 労働災害防止、職業性疾病の予防などの事務

 賃金室 ０２９－２２４－６２１６ 茨城労働総合庁舎 ６階 最低賃金・最低工賃の決定などの事務

 労災補償課 ０２９－２２４－６２１７ 茨城労働総合庁舎 ５階 労災保険給付、被災労働者の社会復帰策などの事務

職業安定部  職業安定課 ０２９－２２４－６２１８ 茨城労働総合庁舎 ７階 職業紹介・職業指導・雇用保険給付などの事務

 職業対策課 ０２９－２２４－６２１９ 茨城労働総合庁舎 ７階 高年齢者・障害者・外国人に対する職業紹介、雇用管理改善の事務

 訓練課 ０２９－２７７－８００１ 茨城労働総合庁舎 ７階 公的職業訓練、生活保護受給者、刑務所出所者等の就労支援に関する事務

   需給調整事業室 ０２９－２２４－６２３９ 茨城労働総合庁舎 ７階 労働者派遣や職業紹介事業など労働力需給調整システムに関する事務

雇用環境・均等室 助成金部門 ０２９－２４６－６３７１ 助成金事務センター１階 助成金の事務（業務改善助成金、両立支援等助成金 等）

職業対策課 助成金部門 ０２９－２９７－７２３５ 助成金事務センター２階 助成金の事務（ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ助成金、人材開発支援助成金、特定求職者雇用
開発助成金 等）

労働基準監督署
（総合労働相談コーナー）

電話番号 所在地 管轄区域

水戸労働基準監督署
（総合労働相談コーナー）

０２９－２２６－２２３７
（０２９－２７７－７９２５）

〒310-0015 水戸市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎3階
水戸市・常陸太田市・ひたちなか市・常陸大
宮市・那珂市・笠間市・茨城町・大洗町・城
里町・大子町・東海村

日立労働基準監督署
（総合労働相談コーナ―）

０２９４－２２－５１８７
（０２９４－８８ー３９７７）

〒317-0073 日立市幸町2-9-4 日立市・高萩市・北茨城市

土浦労働基準監督署
（総合労働相談コーナ―）

０２９－８２１－５１２７
（０２９－８８２－７０１７）

〒300-0805 土浦市宍塚1838 土浦労働総合庁舎4階
土浦市・石岡市・つくば市・かすみがうら
市・小美玉市・阿見町

筑西労働基準監督署
（総合労働相談コーナ―）

０２９６－２２－４５６４
（０２９６－２２－４５６４）

〒308-0825 筑西市下中山581-2 筑西市・結城市・下妻市・桜川市・八千代町

古河労働基準監督署
（総合労働相談コーナ―）

０２８０－３２－３２３２
（０２８０－３２－３２３２）

〒306-0235 古河市下辺見2099 古河労働総合庁舎4階 古河市・境町・五霞町

常総労働基準監督署
（総合労働相談コーナ―）

０２９７－２２－０２６４
（０２９７－２２－０２６４）

〒303-0022 常総市水海道淵頭町3114-4 常総市・守谷市・坂東市・つくばみらい市

龍ヶ崎労働基準監督署
（総合労働相談コーナ―）

０２９７－６２－３３３１
（０２９７－６２－３３３１）

〒301-0005 龍ケ崎市川原代町四区6336-1
龍ケ崎市・取手市・牛久市・稲敷市・利根
町・河内町・美浦村

鹿嶋労働基準監督署
（総合労働相談コーナ―）

０２９９－８３－８４６１
（０２９９－８３－８４６１）

〒314-0031 鹿嶋市宮中1995-1 鹿嶋労働総合庁舎3階 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市

公共職業安定所 電話番号 所在地 管轄区域

ハローワーク水戸 ０２９－２３１－６２２１ 〒310-8509 水戸市宮町1-2-4 マイムビル８階
水戸市・ひたちなか市・那珂市・茨城町・大
洗町・城里町・東海村

ハローワーク笠間 ０２９６－７２－０２５２ 〒309-1613 笠間市石井2026-1 笠間市

ハローワーク日立 ０２９４－２１－６４４１ 〒317-0063 日立市若葉町2-6-2 日立市

ハローワーク筑西 ０２９６－２２－２１８８ 〒308-0821 筑西市成田628-1 筑西市・結城市・桜川市

ハローワーク下妻 ０２９６－４３－３７３７ 〒304-0067 下妻市下妻乙124-2 下妻市・八千代町

ハローワーク土浦 ０２９－８２２－５１２４ 〒300-0805 土浦市宍塚1838 土浦労働総合庁舎1階2階 土浦市・つくば市・かすみがうら市・阿見町

ハローワーク古河 ０２８０－３２－０４６１ 〒306-0235 古河市下辺見2099 古河労働総合庁舎1階2階 古河市・境町・五霞町

ハローワーク常総 ０２９７－２２－８６０９ 〒303-0034 常総市水海道天満町4798 常総市・守谷市・坂東市・つくばみらい市

ハローワーク石岡 ０２９９－２６－８１４１ 〒315-0037 石岡市東石岡5-7-40 石岡市・小美玉市

ハローワーク常陸大宮 ０２９５－５２－３１８５ 〒319-2255 常陸大宮市野中町3083-1 常陸太田市・常陸大宮市・大子町

ハローワーク龍ケ崎 ０２９７－６０－２７２７ 〒301-0041 龍ケ崎市若柴町1229-1
龍ケ崎市・取手市・牛久市・稲敷市・利根
町・河内町・美浦村

ハローワーク高萩 ０２９３－２２－２５４９ 〒318-0033 高萩市本町4-8-5 高萩市・北茨城市

ハローワーク常陸鹿嶋 ０２９９－８３－２３１８ 〒314-0031 鹿嶋市宮中1995-1 鹿嶋労働総合庁舎1階2階 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市

茨城労働総合庁舎 〒310-8511 水戸市宮町1-8-31

茨城労働局助成金事務センター 〒310-0801 水戸市桜川2-5-7 МシティビルⅢ
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